
事業番号 ０１０２

　　　　　　　　　　　　　平成２５年行政事業レビューシート　　　　( 内閣府 )
事業名 公益法人制度改革等の推進に必要な経費 担当部局庁

公益認定等委員会事務局
大臣官房公益法人行政担当室

作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成19年度 担当課室 総務課

総務課長
相馬　清貴

会計区分 一般会計 施策・政策名 ６９　新しい公益法人制度への円滑な移行と適正な法人運営の
確保（政策１６－施策①）

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法
律
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

関係する計画、
通知等

ー

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程
度以内）

新公益法人制度では従来の公益法人は平成25年11月末までの期間に移行申請を行わないと解散になるとされていることから、移行期間内の円滑
な移行を実現するとともに、移行法人の適切な監督を実施し、「民による公益の増進」を実現する。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

・新制度に基づく法人からの申請等に係る審査・諮問・委員会答申に基づく認定等
・新制度の周知や申請促進を図るためのホームページ等を通じた広報等の実施

・公益認定等総合情報システム（※）の管理・運営
　※申請者による書類の提出や、行政庁における業務処理をオンラインで実施することを可能としたシステム
・公益社団・財団法人等に対する適切な監督の実施

実施方法 ■直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

22年度 23年度 24年度 25年度

－ － －

計

26年度要求

予
算
の
状
況

当初予算 129 89 84 130 97

補正予算 －

繰越し等 － － － －

129 89 84 130

執行額 118 81 80

執行率（％） 92% 91% 95%

成果指標 単位 22年度 23年度

％ ー ー

24年度
目標値
（25年度）

申請から公益認定等までの期間を原則４ヶ月以内とする
（特別な事情により超過するものを除く）。

※１ 成果実績は各年度の公益認定等の件数とし、達成
度はそのうち特別な事情を除き４ヶ月以内に公益認定等
を行った割合とした。
※２ 平成23年８月に標準処理期間を４ヶ月と設定。
※３ 特別な事情とは、法人において社員総会を開催す
る必要が生じる場合や慎重な審査を必要とする場合の
こと。

成果実績 件 730 1,622 1,436 500

達成度

活動指標及び
活動実績
（アウトプット）

活動指標 単位 22年度 23年度 24年度 25年度活動見込

成果目標及び
成果実績
（アウトカム）

活動実績

（当初見込
み）

件

859 1,775 1,462

100%

―

(      ー       ) (  2,000  ) (  1,500  ) (  300  )

単位当たり
コスト

　　　　　　　　　　　６，７２６（円／件） 算出根拠

①　÷　（②　＋　③）
①H24年度予算執行額　79,687千円
②H24年度移行申請件数　8,853件(国＋都道府県）
③H23年までの移行済み法人数　2,994法人（国＋都道府県）※提出書類等電子申請
※①のうち25,514千円は都道府県が負担
※申請前法人等の利用についてはコスト算出にあたり考慮していない。
（参考：H24年度トップページへのアクセス件数660万件）

各種相談会の開催やホームページ｢公益法人
infformation｣等の広報媒体の活用により早期の申請を
促す。

※活動指標は申請件数とした。

費　目 25年度当初予算 26年度要求 主な増減理由

職員旅費 1 8

1 8

庁費 29 32

委員等旅費

　新制度への移行期間が平成25年度で終了し、平成26年度から監督業務が本格化
するため、立入検査のための職員旅費、委員等旅費の増

100 49 　システム更新に係る移行経費の減

平
成
2
5
・
2
6
年
度
予
算
内
訳

情報処理業務庁費

計 130 97

―

（　100　） （　100　）

0 0

（　100　） （　100　）

公益認定等総合情報システムによる電子申請の推進に
より申請、審査等の効率化等を行う。

※活動指標は電子申請率とした。

活動実績

（当初見込
み）

％
98.7 99.1 99.1

―

（ １%以下　） （ １%以下　） （  1%以下　） （　1%以下　）

移行後の公益法人等の監督について、不利益処分であ
る命令及び認定・認可の取消しに至ることの無いよう適
切に行う。

※活動指標は処分率とした。

活動実績

（当初見込
み）

％

0



備考

平成22年 ０１３８ 平成23年 ０１５０ 平成24年 ０１４５

点検対象外

現
状
通
り

引き続き、事業の適切な進捗管理、契約における競争性の確保などにより、予算の効率的執行に留意する。

○

重
複
排
除

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っている
か。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

ー

事業番号 類似事業名 所管府省・部局名

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ー

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してよ
り効果的あるいは低コストで実施できているか。

○

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ○

単位当たりコストの水準は妥当か。 ○

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ー

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い
事業となっているか。

○

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○

受益者との負担関係は妥当であるか。 ○

項　　目 評　価

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できない
のか。

○

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○

評価に関する説明

調達は一般競争入札により行っており、競争性の確保に努めて
いる。
業務の効率化、予算の適正支出に常に努めている。
システムについては都道府県も利用するが、利用契約を締結し
所定の分担金の支払いを受けている。

　民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し「民による公益
の増進」に寄与するとともに、主務官庁の裁量権に基づく許可
の不明瞭性等の従来の公益法人制度の問題点を解決すること
を目的として平成20年から開始された制度であり、公益性等の
判断は国会の同意を得て任命された委員により構成される公
益認定等委員会において行うこととされている。

事業所管部局による点検

事
業
の
効
率
性

国
費
投
入
の

必
要
性

申請件数については、各種相談会の開催やホームページ「公
益法人information」などの広報媒体の活用により、未申請法人
に早期申請を促した結果、1,500件の目標に対して、その約
97％にあたる1,462件（平成23年度は目標2,000件に対し1,775
件で89%）の申請を受け付けた。
　公益認定等の処分については、平成24年度は1,436件の公益
認定等の処分を行い、特別な事情がある場合を除き、全ての法
人について申請から４ヶ月以内に公益認定等の諮問を行った。
　法人の監督については、法人からの定期提出書類の確認や
必要に応じた報告徴収の実施等を通じ法人に対する適切な監
督を実施し、結果として不利益処分を課す法人はなかった。

点
検
結
果

【目標の達成状況の検証】
　平成24年12月に内閣府が実施した「特例民法法人に係る移行動向調査」の結果、移行期間終了時までに4,448法人が内閣府に申請する見込みとなっている
が、平成25年３月31日時点において4,132法人（約93％）からの申請を受け付け、3,994法人（約90％）の審査を終えているところであり、目標である「新制度へ
の円滑な移行」に対して、順調に推移しているものと言える。
　また、平成24年度において監督対象となる約2,500法人について、定期提出書類の確認や必要に応じた立入検査等を実施したことにより、結果として不利益
処分を課すような事例はなく、目標である「適正な法人運営の確保」がなされているものと言える。
【今後の方向性】
　平成25年11月末をもって移行期間が終了することから、内閣府に申請する見込みである4,448法人のうち残り約300法人の全ての法人の状況をフォローし、
移行を希望する全ての法人が移行期間内に確実に申請できるよう、引き続き各種相談対応や各種媒体を活用した情報発信を行い、申請書類の質が確保され
るよう取り組み、申請から４ヶ月以内を目標に柔軟かつ迅速な審査を進め、新制度への円滑な移行を実現する。
　また、平成25年度には、監督の対象となる法人が約4,000法人となることから、引き続き、適切な監督の実施に努めることで、適正な法人運営の確保を実現
する。

事
業
の
有
効
性

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

関連する過去のレビューシートの事業番号

行政事業レヴュー推進チームの所見

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

外部有識者の所見

現
状
通
り

引き続き、事業の適切な進捗管理、契約における競争性の確保などにより、予算の効率的執行に留意すべき。



※平成24年度実績を記入

資金の流れ
（資金の受け
取り先が何を
行っているか
について補足
する）（単
位：百万円）

内閣府

公益認定等委員会事務局

８０百万円

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を通じた広報

公益認定等総合情報ｼｽﾃﾑの管理・運営等

Ｄ 事務費

３０百万円

職員旅費、賃金等

【一般競争入札（総合評価）（Ｈ20入札）】
【一般競争入札（総合評価）（Ｈ20入札）】 【一般競争入札】

A 富士電機(株)

１９百万円

B 東京センチュリーリース(株)

２７百万円

C 富士電機 (株)

４百万円

公益認定等総合情報ｼｽﾃﾑ

機器類保守運営業務

公益認定等総合情報ｼｽﾃﾑ

機器類賃貸借料

公益認定等総合情報ｼｽﾃﾑ

機能拡充業務



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出され
ている者につい
て記載する。費
目と使途の双方
で実情が分かる
ように記載）

A.富士電機 ㈱ E.

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

雑役務費
公益認定等総合情報システム機器類保
守運営業務

19

計 19 計 0

B.東京センチュリーリース㈱ F.

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

雑役務費
公益認定等総合情報システム機器類賃
貸借料

27

計 27 計 0

C.富士電機 ㈱ G.

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

雑役務費
公益認定等総合情報システム機能拡充
業務

4

計 4 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 0 計 0



支出先上位１０者リスト
A.

B.

C.

5

4

3

2

1 富士電機 ㈱ 公益認定等総合情報システム機能拡充 4 1 96.58%

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

5

4

3

2

1 東京センチュリーリース㈱
公益認定等総合情報システム機器類賃貸借料（国庫債務負担行
為）（H20入札）

27 ― ー

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 富士電機 ㈱
公益認定等総合情報システム機器類保守運営（国庫債務負担行
為）（H20入札）

19 ― ー

2

3

4

5


